
　
　
　
楠
　
元
　
　
　
茂
　
先
　
生

大
正
一
二
年
二
月
二
五
日

　
　
京
都
市
上
京
区
下
賀
茂
泉
川
町
四
番
地
に
出
生

昭
和
十
五
年
三
月

　
　
鹿
児
島
県
立
第
二
中
学
校
卒
業

同同同同同同
二
〇
年
三
月

海
軍
兵
学
校
卒
業
（
霞
ヶ
浦
海
軍
航
空
隊
）

二
四
年
三
月

東
京
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

二
七
年
三
月

日
本
通
運
株
式
会
社
入
社

四
二
年
四
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
助
手

四
三
年
七
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
講
師

四
六
年
四
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
助
教
授

略
　
歴
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同同同同同同同同同同五
二
年
四
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
教
授

五
五
年
四
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
学
生
部
長
（
昭
和
五
七
年
三
月
ま
で
）

五
七
年
三
月

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
退
職

五
七
年
四
月

鹿
児
島
大
学
教
授
法
文
学
部

五
七
年
四
月

鹿
児
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
担
当

五
八
年
四
月

鹿
児
島
大
学
評
議
員
（
昭
和
六
〇
年
三
月
ま
で
〉

六
〇
年
四
月

鹿
児
島
大
学
大
学
院
委
員
会
委
員
（
昭
和
六
二
年
三
月
ま
で
）

六
〇
年
七
月

鹿
児
島
県
人
事
委
員

六
二
年
四
月

鹿
児
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長

六
三
年
三
月
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定
年
に
よ
り
退
職

平
成
元
年
十
月

　
　
宮
崎
産
業
経
営
大
学
法
学
部
教
授
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業

績

目

録

⑨
　
著
書

　
ω
　
『
法
学
・
日
本
国
憲
法
講
義
』
　
昭
和
五
五
年

口
　
学
術
論
文

　
ω
　
公
法
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
の
小
論
ー
行
政
行
為
を
中
心
と
し
て
ー

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
」
一
八
号
　
昭
和
四
三
年

　
㈲
　
国
と
地
方
の
間
の
法
律
関
係
ー
中
央
集
権
化
の
傾
向
に
つ
い
て
の
一
考
察
1

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
一
七
号
昭
和
四
三
年

　
⑥
　
行
政
上
の
苦
情
処
理
制
度
と
O
ヨ
σ
且
弩
き
思
想

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
一
八
号
　
昭
和
四
四
年

　
＠
　
地
方
に
お
け
る
苦
情
処
理
制
度
と
地
方
的
○
ヨ
ぴ
区
の
B
目
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
一
九
号
　
昭
和
四
六
年

㈲
　
特
別
権
力
関
係
と
裁
量
権
の
問
題

　
　
　
　
ー
公
務
員
・
学
生
に
対
す
る
不
利
益
処
分
に
関
す
る
最
近
の
判
例
を
中
心
に
ー

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
〇
号
　
昭
和
四
六
年

㈲
　
環
境
保
全
行
政
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
条
例
を
中
心
に
ー

　
　
　
　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
二
号
　
昭
和
四
七
年
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（7）（8）（9）（1◎α1）働㈹⑳⑳

環
境
保
全
行
政
に
関
す
る
実
態
的
考
察
ー
沖
縄
・
鹿
児
島
両
県
を
中
心
に
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
年
報
」
一
号
　
昭
和
四
八
年

環
境
保
全
立
法
の
問
題
点
－
行
政
上
の
立
ち
入
り
検
査
・
日
照
・
条
例
の
合
法
性
を
中
心
に
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
二
号
　
昭
和
四
八
年

環
境
保
全
立
法
・
行
政
に
関
す
る
実
態
的
考
察

　
　
－
鹿
児
島
・
沖
縄
両
県
下
の
公
害
防
止
協
定
を
中
心
に
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
年
報
」
二
号
　
昭
和
四
九
年

行
政
行
為
に
お
け
る
撤
回
の
制
限
に
つ
い
て

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
三
号
　
昭
和
四
九
年

環
境
保
全
行
政
の
実
態
ー
最
近
の
公
害
防
止
協
定
の
特
徴
を
中
心
に
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
年
報
」
三
号
　
昭
和
五
〇
年

建
築
確
認
に
関
す
る
法
的
考
察
－
最
近
の
判
例
・
審
査
請
求
裁
決
例
を
中
心
に
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
四
号
昭
和
五
〇
年

環
境
保
全
行
政
の
諸
問
題

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
年
報
」
四
号
　
昭
和
五
一
年

開
発
と
法

　
　
荻
野
芳
夫
編
『
教
養
法
学
』
法
律
文
化
社
　
昭
和
五
一
年

オ
ン
バ
ズ
マ
ン
制
度
と
世
界
オ
ン
バ
ズ
マ
ン
会
議

　
　
法
学
セ
ミ
ナ
i
二
六
二
号
　
昭
和
五
一
年
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㈲㈲α8）α9⑳⑫1）⑳

カ
ナ
ダ
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
州
単
位
の
オ
ン
バ
ズ
マ
ン
の
法
制
に
つ
い
て

　
　
ー
ア
ル
バ
ー
タ
州
及
び
ハ
ワ
イ
州
の
法
制
1

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
六
号
　
昭
和
五
二
年

減
速
経
済
下
の
環
境
保
全
行
政
－
沖
縄
・
鹿
児
島
に
お
け
る
現
下
の
問
題
点
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
年
報
」
六
号
　
昭
和
五
三
年

い
わ
ゆ
る
服
装
斗
争
の
法
的
考
察
－
人
権
規
定
の
第
三
者
的
効
力
と
の
関
連
に
お
い
て
ー

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
七
号
　
昭
和
五
三
年

例
外
許
可
に
つ
い
て

　
　
「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
商
経
論
叢
」
二
八
号
　
昭
和
五
五
年

「
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
研
究
会
」
の
「
日
本
に
お
け
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
構
想
」
に
つ
い
て

　
　
「
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
」
一
八
巻
一
・
二
号
　
昭
和
五
八
年

行
政
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
の
利
益

　
　
「
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
」
一
九
巻
一
・
二
号
　
昭
和
五
九
年

南
九
州
に
お
け
る
消
費
者
保
護
行
政
に
つ
い
て

　
　
「
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
」
二
一
巻
一
号
　
昭
和
六
一
年
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